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スケジュール

↓ 

↓ 

③ 質疑回答 

・受付期間  令和６年１１月１９日（火）～令和６年１１月２２日(金)午後５時 

・回答予定日 令和６年１２月６日（金） ※本市ウェブサイトに掲載 

↓ 

④ 入札参加申込 

・期間 令和６年１２月１２日(木)～令和６年１２月１８日(水)午後５時 

・場所 市役所１２階 企画財政部資産経営室資産経営課 

↓ 

⑤ 入札 

・日時 令和６年１２月２０日（金）午前１０時３０分  

・場所 市役所別館２階 第１入札室 

・落札者決定 ※本市ウェブサイトに掲載 

↓ 

⑥ 基本協定書の締結 

・令和７年２月２８日（金）までに本市と基本協定書を締結 

↓ 

⑦ 貸付料の発生時期 

・基本協定書締結日より 

↓ 

⑧ 事業開始日 

・公正証書締結日（基本協定書締結から１年以内）より 

※スケジュールは予告無く変更する場合があります。 

① 入札公告 

令和６年１０月１８日(金) 

② 現場説明会 

・日時 令和６年１１月１９日(火)・２０日（水） 午前１０時３０分～  

・場所 現地  ※受付は１１月１８日（月）まで。参加は任意です。 
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市有地貸付の要領

  本市では、人権を尊重した、いかなる差別もない「人権のまちづくり」を進めて

います。本件土地周辺は、本市行政と共に市民や関係機関などと連携や協力をし、

同和問題をはじめ、老若男女を問わず、障害のある方や外国籍の方など、あらゆる

差別や人権問題の解決に向け、地域一体で取り組んできました。今後も、人権尊重

の視点を取り入れた、近隣住民のみならず地域内外から人が集う、また将来に向か

って定住する空間を創出したいと考えています。 

この要領は、市有地の貸付に係る入札執行及び契約の締結について、応募者及び

契約者が留意すべき事項を定めたものであり、入札参加希望者は次の事項を了承の

うえ、申し込みしてください。 

１ 物件概要

所在地 東大阪市荒本一丁目３６番３４、同所同番３９、 

同所同番４４ 

地目 宅地 

地積 ３，６４０．８８㎡ 

用途地域 第二種住居地域及び第一種住居地域 

（建ぺい率６０％、容積率２００％） 

最低貸付料(月額) １，３０４，０００円（※消費税は非課税）

事業期間 

（借地権契約期間） 

公正証書締結日から１５年以上３０年未満の期間内で、入

札参加事業者の提案によるものとする。

契約内容 借地借家法（平成３年法律第９０号）第２３条第２項に基

づく事業用定期借地権設定契約とし、小売業の用に供する

ものとする。 

２ 入札参加資格要件

  次の要件をすべて満たす者であること。落札者決定後、入札参加資格要件を満た

していないことが判明した場合は決定を取り消します（基本協定書及び公正証書の

締結後であれば契約解除します）のでご注意下さい。 
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（１）法人及び代表事業者（応募者がグループの場合は全ての構成員）が次の要件全

てに該当しない者であること。 

① 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立て、

民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続き開始の申立て

がなされている者 

② 銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営

状況が不健全であると判断される者 

③ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第

１４７号）第５条第１項に規定する観察処分を受けた団体及びその役職員

又は構成員 

④ 東大阪市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第３２条第１項各号、並びに東大阪市暴力団排除条例（平成２４年３月３

０日東大阪市条例第２号）第２条第１号から第３号の規定に該当する者及

び同規定に掲げる者から委託を受けた者や関係団体 

⑥ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を

脅かすおそれのある団体に属する者 

⑦ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号いずれかに該当する者で、当

該各号に該当する事実のあった日から３年を経過していない者 

⑧ 過去２ヵ年において国税または地方税を滞納している者 

（２）応募者の構成 

① 応募者は、単独の法人又は複数の法人を構成員としたグループとし、提案し

た事業内容を確実に遂行できる十分な資力、信用力（運営実績等）を有するこ

ととします。 

② 応募者がグループの場合は、構成員の中から代表となる事業者（以下「代表

事業者」という。）を定め、代表事業者が応募に関する手続きを行うこととし

ます。なお、基本協定書、公正証書の締結に際しては代表事業者を含むグルー

プ全ての構成員と連名で締結することとします。 

③ 応募者がグループの場合は、応募手続きにおいて代表事業者を含む全ての構

成員の名称及び役割を明らかにするものとします。 

④ グループの構成員については、応募手続きの受付日以降、変更や追加を原則

認めないものとします。ただし、本市がやむを得ないと認めた場合は、この限

りではないものとします。 

⑤ 応募者（グループの構成員を含む。）は、他のグループでの応募に参加する
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ことはできないこととします。 

⑥ グループでの応募者が、本事業実施のために会社法に定める株式会社として

特別目的会社（以下「SPC」という。）を設立する場合は、次のとおりとします。 

ア．基本協定書は、代表企業を含むグループの全ての構成員（以下、「全 SPC

構成員」という。）と連名で締結することとしますが、公正証書は SPC と締

結するため、それらの締結までに、本店所在地は東大阪市内で、本事業の実

施のみを事業目的とした SPC を設立すること。 

イ．全 SPC 構成員が SPC に出資を行うこと。 

ウ．全 SPC 構成員において、SPC の株主総会における全議決権の２分の１を超

える議決権を保有するものとし、かつ、代表企業の議決権保有割合は出資者

中最大となるものとすること。

３ 貸付物件の募集条件

（１）物件の使用用途及び運営実績について 

① 応募者は本物件について、売場面積※３５０㎡以上、食料品の売上構成比が

７０％以上の店舗（以下「食料品スーパーマーケット」という）運営をするこ

とを必須とし、必須条件を満たしていれば、余剰スペースにおいて、別用途で

の活用に利用できるものとする。 

※売場面積とは大規模小売店舗立地法の解説〔第４版〕（平成１９年５月経済産業省出典）

３～６頁で定義される店舗面積とする。 

② 食料品スーパーマーケットの運営者は食料品スーパーマーケットを運営す

るための許認可、資格、運営実績等を有する者であることを条件とする。 

（２）土地の貸付条件 

① 事業用定期借地権設定契約（以下「本契約」という）とし、契約の更新、建

物の築造による存続期間の延長及び建物買取請求権の行使はできません。なお、

契約の更新はできませんが、本契約締結日より３０年未満の期間であれば、両

者が合意すれば契約期間の延長は可能とします。ただし、本契約により定めた

期間より短縮することはできません。

② 契約期間満了時には、更地（基礎杭等の地中工作物の撤去を含む。）の状態

にして市へ返還することとします。ただし、基本協定書締結前より残置されて

いる基礎杭等の地中工作物については、撤去対象から除外します。

③ 本物件について第三者に転貸又は借地権を譲渡するほか、担保に供し又は引

受させることはできません。ただし、次号イ、ウ、エの承認を受けている場合
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はこの限りではありません。

④ 借受人はあらかじめ書面による本市の承認を得なければ次のいずれかに該

当する行為をすることができません。

ア．本物件上に借受人が建設した建物等を増改築等により現状を変更しようと

するとき。

イ．本物件上に借受人が建設した建物を第三者へ全部若しくは一部を貸付また

は全部を売却しようとするとき。

ウ．本物件の全部又は一部を転貸するとき。なお、再転貸については禁止とす

る。

エ．借地権の全部を譲渡するとき。なお、譲渡に際して本公募条件、基本協定

書及び公正証書による契約条件については一切変更しないものとする。

オ．本物件の原形の変更

カ．本物件上の建物等の用途変更

（３）禁止事項について 

① 居住（入所を含む。）の用に供すること。 

② 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊

営業、その他これらに類する営業の用に供すること。 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員

がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供すること。 

④ 政治的用途・宗教的用途の使用をすること。 

⑤ 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供すること。 

⑥ 公害等により近隣環境を著しく損なうと予想される用に供すること。 

（４）貸付の期間 

①基本協定 

借受人による事業開始等を円滑に進めることを目的として、事業用定期借地権

を設定するまでの基本的事項を定める基本協定書を締結します。基本協定書締結

後は、土壌汚染・近隣対策、開発申請の事前協議について、実施可能とします。

また、基本協定書を締結した段階から、借受人は本物件に係る一切の責任を負う

ものとします。 

②事業用定期借地権の設定 

基本協定書締結から１年以内に、本契約を締結することとします。開発申請の

本申請は本契約による貸付期間の始期以降とします。よって入札書に記載された

提案借地期間は本契約の始期より適用します。なお、本契約の貸付期間は最長２
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９年１１ヵ月とし、建物建設期間、建物解体期間、収去期間等原状回復期間を含

みます。 

（５）貸付料 

① 貸付料の額 

本市が借受人として決定した者が提示した入札価格をもって月額貸付料と

します。 

② 貸付料の発生時期 

基本協定書締結の日から発生するものとします。 

③ 延滞金 

借受人が貸付料を納入期限までに納付しないときは、納入期限の翌日から納

付する日までの日数に応じ、納付すべき金額につき、東大阪市財務規則（昭和

４２年２月１日東大阪市規則第３１号）に定める割合で延滞金を徴収するもの

とします。 

（６）登記について 

① 借受人が建設する建物については、不動産登記法に従い、借受人は借受人本

人（共同で申し込む場合は参加者全員）を所有者とする建物の登記（表題のみ

でも可）を行うものとします。また、登記完了後、建物にかかる全部事項証明

書１通を本市に提出するものとします。 

② 期間満了等により原状回復した時には、借受人において建物滅失登記を行う

ものとします。 

（７）履行の確認

３（１）から（３）に定める義務の履行状況を確認するため及び土地所有者

としての本市の責任を果たすため、実地調査又は所要の報告を求めることがあ

りますが、この場合、借受人は協力する義務があります。

（８）違約金

借受人の責めに帰すべき事由により本市に損害が生じた時は、借受人にその

損害額を請求出来るものとします。また、損害額とは別に以下の違約金を併せ

て請求できるものとします。

①  ３（２）②・③・④（但し「イ、ウ」を除く。）又は３（３）に違反した場

合には、月額貸付料の１２ヵ月分

② ３（２）④イ、ウ又は３（７）に違反した場合には月額貸付料の４ヵ月分

※ この違約金は、本市の契約解除権の行使を妨げるものではありません。また、

転借人が違反した場合、借受人にも損害額及び違約金を請求できるものとし

ます。

（９）貸付形態
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  ① 貸付にあたっては、現状有姿（あるがままの状態）で引き渡します。

本物件の利用にあたり必要となる措置、手続き等は全て借受人にて実施及び

費用負担（本市名義の手続きを含む。）することとします。

また、借受人は、貸付物件の面積の不足、地中埋設物や工作物の他、実施

要領に不適合があることを発見しても、貸付料の減額、免除若しくは損害賠

償の請求又は契約の解除をすることはできません。また、地盤の変動又は本

物件に損傷等が発生しても、本市はその責を負わないものとします。

② 荒本一丁目３６番３４について、平成２７年度に安全性を確認するため、

土地の利用履歴よりテトラクロロエチレン及びその分解生成物、１，１，１

－トリクロロエタン及びその分解生成物、ベンゼン、ふっ素及びその化合物

による土壌汚染について調査を実施した結果、土壌汚染は確認されませんで

した。なお、貸付物件全体の地歴調査及び土壌汚染調査等については実施し

ておりません。

 ③  基本協定書締結以降、土壌汚染対策が必要となった場合には、関係法令

等及び関係行政機関の指導に従って実施してください。

④  ③について、土地の形質を変更しようとする場合は、借受人は施工業者

とは別の第三者機関（土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に限ります）

に施工管理を委託するものとし、借受人は当該第三者機関から提出された

施工管理状況の報告書の書面の写しを本市に提出してください。

⑤ 廃棄物及び汚染土壌の全部又は一部を処理した場合は、必ず証明となる

ものを本市に提出して下さい。また、一部を処理した場合については、未

処理部分と処理済部分とが明確に分かるようにしてください。

⑥ 履行状況を確認するため、本市が実地調査又は所要の報告を求めることが

出来るものとします。

⑦ その他、インフラ施設の条件（引き込みの必要性等）及び既存杭の位置に

ついては、物件調書を参照してください。

（１０）契約の解除

   次のいずれかに該当するときは、３（４）貸付の期間内であっても本市は基

本協定及び本契約を解除できるものとします。

① 国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本

件土地を必要とするとき。

② 借受人が、本契約で定められた賃貸借期間の始期から３年以内に本市と合意

した使用目的に供しないとき。

③ 借受人が、貸付料を支払い期限後３ヵ月以上経過してもなお支払わないとき。

④ 借受人が、監督官庁より営業等の取消若しくは停止等の処分を受け、又は自
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ら営業を休止若しくは停止したとき。

⑤ 借受人が、本協定若しくは本契約の条項を違反したとき。

⑥ 借受人が、建築基準法その他関係法令等、本契約に関する法令等に違反した

とき。

⑦ その他、借受人に契約を継続し難い重大な背信行為があったとき。

※①以外の理由により契約を解除した場合において、本市に損害が生じたときは、

借受人にその賠償を請求することができるものとします。

※①により契約を解除した場合においては、借受人は、これによって生じた損失

につきその補償を求めることができます。

※基本協定においては、②の場合を除きます。

（１１）合意解約

  （１０）の規定にかかわらず、止むを得ない理由がある場合においては、本市

及び借受人は協議の上、合意により賃貸借契約期間中であっても本契約若しく

は基本協定を解除することができるものとします。ただし、その解除日は書面

による解除の申出のあった日から最短で１年後となります。

（１２）地域雇用の創出

借受人は、店舗運営にあたり、人材確保等で地域に雇用を創出できるように努

めてください。 

４ 現場説明会

現地にて、実際に物件を確認いただいたうえで、貸付条件の説明を行います。事

前申込のうえ、ご参加ください。なお、現場説明会への参加は任意となりますが、

不参加の場合は、入札に参加するうえで説明会当日に説明した事項について全て了

承する旨の申立書を提出していただきます。 

(１)日 時 令和６年１１月１９日(火)・２０日（水） 午前１０時３０分～ 

(２)場 所 現地（東大阪市荒本一丁目１番街区） 

※原則公共交通機関等をご利用ください。 

(３)その他 現場説明会に参加される場合は、令和６年１１月１８日（月）午後５時

までに電話にてお申し込みください（どちらか１日のみとします）。 

     ※参加される方は指定の時間に参加してください。 

     ※現場説明会で入札書及び入札保証金納付書を配布します。 

     ※現場説明会に参加できなかった場合は、現場説明会不参加の「申立書（本

市指定様式１）」、入札書及び入札保証金納付書を、資産経営課窓口で別
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途お受取りください。 

※現場説明会では質問は一切受け付けません。 

５ 質疑

本実施要領及び入札に関する一切の質問については、指定する質問受付期間中に

Eメールにて提出してください。電話、FAX による受付はいたしません。質疑回答書

（本市指定様式２）は本市ウェブサイトからダウンロードできます。質問に対する

回答は、質問者への個別回答とはせず、原則として全て本市ウェブサイトに掲載し

ます。 

質問に対する回答は、貸付条件の一部となりますので、入札参加申込み者は必ず

確認してください。 

※本実施要領や貸付条件等に対する異議や要求については回答を差し控えること

があります。 

※質問等により、本実施要領の内容を修正・変更する場合があります。（修正・変

更内容は本市ウェブサイトに掲載します。） 

質問方法 質疑回答書（本市指定様式２）を Eメール提出 

受付期間 令和６年１１月１９日（火）～令和６年１１月２２日(金)午後５時 

あて先 東大阪市企画財政部資産経営室資産経営課 

Email：shisankeiei@city.higashiosaka.lg.jp 

回答方法 本市ウェブサイト上で質問及びその回答を公開します。 

回答予定日 令和６年１２月６日（金） 

※Eメール到達確認のため、送信後に電話確認をお願いします。 

（TEL：０６－４３０９－３０１７（資産経営課）） 

６ 入札参加申込み方法

入札への参加を希望される方は、次の手順で申込をしてください。なお、書類の

提出方法は持参又は郵送とします。なお、郵送の場合は配達証明付書留郵便に限る

ものとし、提出期限内必着で提出してください。 

※郵送を行った際、その旨を資産経営課（ＴＥＬ：０６－４３０９－３０１７）

まで連絡してください。なお、理由の如何を問わず期限内に資産経営課まで書類が

到着しない場合や書類に不備がある場合は受付ができませんので、十分余裕を持っ

て提出してください。 

（１）申込受付期間 令和６年１２月１２日(木)～令和６年１２月１８日(水) 



12 

 午前９時３０分～正午、午後１時～午後５時まで 

（土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。） 

（２）提 出 先 〒５７７－８５２１ 

東大阪市荒本北一丁目１番１号 (東大阪市役所本庁舎１２階) 

 東大阪市企画財政部資産経営室資産経営課 

（３）提出書類（各１部） 

Ⅰ 入札参加申込書 本市指定様式３ 

Ⅱ 誓約書 本市指定様式４ 

Ⅲ 印鑑証明書 提出書類に押印されている印鑑が実印であること

を確認する書類。 

Ⅳ 履歴事項全部証明書若し

くは現在事項全部証明書 

応募者の会社の所在地、役員氏名、住所等を確認す

る書類。 

Ⅴ 納税証明書① 「様式その３の３」。税務署で発行。直近のもの。 

Ⅵ 納税証明書② 「滞納がない証明書（完納証明書）」または市区町

村（東京都区部の場合は都税事務所）で発行される

下記の納税証明書。  

・法人市町村民税について直前２年間分  

※２期分でなく２年間分。決算期の変更等により２

期の合計が２年間に満たない場合、さらに追加し合

計２年間以上となるように納税証明書の提出が必

要。 

・土地家屋にかかる固定資産税及び都市計画税につ

いて直前２年度分 

※固定資産税及び都市計画税について課税対象外

の場合は、納税証明書の代わりに誓約書（本市指定

様式５）を提出してください。 

※土地家屋にかかる固定資産税及び都市計画税に

ついて、直前２年度の中で納税証明書が発行されな

い期間がある場合は、発行される期間分の納税証明

書に加えて誓約書（本市指定様式５）を提出。 

※応募申込を本店で行う場合は、本店の所在地の市

区町村で発行された納税証明書、応募申込を支店等

で行う場合は、支店等の所在する市区町村で発行さ
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れた納税証明書を提出。 

Ⅶ 役員名簿 役職・氏名及びその読み仮名・性別・生年月日・住

所が分かるもの。 

Ⅷ 構成員一覧表 本市指定様式３－１。グループで参加する場合、要

提出。 

※法人単独で入札参加をする場合は、Ⅰ～Ⅶの書類を提出してください。 

※グループで入札参加をする場合は、代表事業者はⅠ～Ⅷの書類を提出してくだ

さい。また、構成員ごとにⅡ～Ⅶの書類を提出してください。 

※証明書類は発行後３ヵ月以内のもの（令和６年９月１３日（金）以降に発行し

たもの）に限ります。 

※東大阪市暴力団排除条例及び東大阪市売払い等暴力団排除措置要綱の規定に基

づき、申込人（法人にあっては監査役、社外取締役を含む役員全員）が暴力団

員又は暴力団密接関係者に該当するか否かを確認するため、入札参加者情報及

び役員名簿を警察に提供します。 

７ 入札

（１）入札日時 令和６年１２月２０日(金) 午前１０時３０分  

※入札時刻の３０分前より受付します。時間に遅れられた場合は失

格とし、入札に参加できないものとします。 

（２）場  所 東大阪市荒本北一丁目１番１号 市役所別館２階 第１入札室 

（３）入札当日持参していただくもの 

（４）入札の要領 

入札参加者は、入札執行官の説明後、入札書に必要な事項を記入し（金額欄に

 持参物 備考 

Ⅰ 入 札 書 ※現場説明会又は資産経営課窓口で配布したもの。

Ⅱ 入札保証金納付書 ※現場説明会又は資産経営課窓口で配布したもの。

Ⅲ 入札保証金(保証小切手) 落札者を除き開札後還付します。

Ⅳ 申込人の印鑑 印鑑登録の印。委任状提出者は委任状に押印した代

理人の印鑑で可。 

Ⅴ 委 任 状 ※代理人により入札しようとする場合必要。
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は月額貸付料・期間欄には提案借地期間（年数：注１）を記入）、記名押印（注

２）のうえ、代理人による入札の場合は委任状も添付し、入札箱に入れてくださ

い。 

（注１）最長期間を提案する場合は３０年と記入（ただし、貸付期間は最長２９年１１ヵ月となる）

（注２）グループでの申込みの場合は、構成員一覧表に記載の代表事業者 

（５）入札保証金について 

入札参加者は、入札当日の受付時に、入札保証金を納付していただきます。 

入札保証金の納付手続きは入札時刻の１０分前までに完了してください。 

① 入札保証金の額 

入札者は、入札保証金として、入札しようとする金額（月額）の提案借地期間

の総月数に１００分の３を乗じた額以上の額（１，０００円未満切り上げ）を納

付してください。 

② 入札保証金の納付方法 

入札保証金は、保証小切手（電子交換所に加盟する金融機関が振り出したもの

で、発行日から１０日以内のもの（令和６年１２月１１日（水）以降に発行した

もの）に限る。）で納付してください。 

③ 入札保証金の取扱い 

・入札保証金には利息を付しません。 

・入札保証金は、落札者を除き開札後、納付場所において返還します。 

・落札者には、契約締結後に還付します。 

・落札者の決定後、落札者が正当な理由がなく指定する期限までに基本協定書もし

くは本契約を締結しないときは、落札の効力を失い、納付された入札保証金は本

市に帰属するものとします。 

・入札保証金は契約保証金に充当できます。 

入札保証金＝入札しようとする月額貸付料×提案借地期間（総月数）×３／１０

０以上（１，０００円未満切り上げ） 

(入札保証金計算例：入札金額が１，５００，６００円、提案借地期間が２４０

ヵ月の場合) 
①１，５００，６００×２４０×３／１００=１０，８０４，３２０

②１０００円未満切り上げ 

③入札保証金=１０，８０５，０００円
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（６）入札及び落札の方法 

① 入札は一般競争入札で行います。 

② 入札は、申込人又はその代理人自らが本市の指定する日時及び場所で行いま 

す。 

③ 入札者は、提出した書類の書き換え、引き替え又は、撤回をすることがで 

きません。 

（７）入札の無効 

次のいずれかに該当する入札をした者は無効とします。

① 最低貸付料（月額）を下回る価格による入札

② 入札参加資格がない者の入札又は権限を証する書面の確認を受けない代理人

がした入札

③ 指定の日時までに入札に必要となる書類を提出しなかった者の入札

④ 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が所定の額に達していない者がし

た入札

⑤ 入札者の記名押印がない入札

⑥ 本市が交付した入札書を用いないでした入札

⑦ 当該入札について、入札者（共同借受人含む。）又はその代理人が複数の入札

をしたときは、その全部の入札

⑧ 当該入札について、他の入札者の代理人を兼ね、又は、２人以上の代理人と

して入札したときはその全部の入札

⑨ 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札

⑩ 金額及び金額欄の冒頭に￥マークの記入のない入札

⑪ 期間欄に提案借地期間（年数）の記入のない入札、又は、本市が定める事業

期間外となる期間を記入した入札

⑫ 金額及び提案借地期間の訂正、削除、挿入等による入札

⑬ 入札に関し不正な行為を行った者がした入札及び不正行為によってなされた

と認められる入札

⑭ その他入札に関する条件に違反した入札

(８) 入札を辞退する場合 

入札参加資格が確認された入札参加申込者が入札を辞退する場合は、令和６年１２

月１９日（木）までに入札辞退届(本市指定様式６)を東大阪市企画財政部資産経営室

資産経営課に持参又は郵送(必着。配達記録が残る方法に限る。発送後その旨を資産
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経営課（ＴＥＬ：０６－４３０９－３０１７）まで要連絡。)してください。 

（９）入札の中止 

 不正な入札が行われる恐れがあると認められるとき、又は災害その他やむを得ない 

理由があるときは、入札を中止し又は入札期日を延期することがあります。 

（１０）開札 

① 開札は、入札締切り後、直ちに入札者立会いのもとで行います。 

② 入札者が開札に立ち会わないときは、本市の指定した本市職員を立ち合わせま

す。 

③ 開札に立ち会わなかった場合、開札の結果について異議を申し立てることはで

きません。なお、入札の当日に出席しなかった者又は遅刻した者は棄権とみな

します。 

（１１）落札者の決定 

① 入札は貸付料の月額で行い、入札者のうち、本市が設定する最低貸付料（月額）

以上で、かつ、最高貸付料（月額）をもって入札した者を落札者とします。

② 落札となるべき同価格の入札をした者が２名以上あるときは、提案借地期間（年

数）が長期の者を落札者とします。

③ 同価格及び同提案借地期間（年数）の入札をした者が２名以上あるときは、直

ちにくじにより落札者を決定します。この場合において、当該入札者の内、く

じを引かない者があるときは、これに代えて本市が指定した職員にくじを引か

せることができます。

④ 落札者としての権利を第三者に譲渡あるいは転貸することはできません。

⑤ 入札者は、提出した書類の書き換え、引き替え又は、撤回をすることがで

きません。

（１２）入札結果の公表 

落札者があるときは、落札者名及び金額並びに提案借地期間（年数）を、落札者が

ないときは、その旨を開札に立ち会った入札者に公表します。 

また、入札の公平性・透明性確保のため、落札した物件については、その内容（物

件所在地、落札者名、落札金額及び提案借地期間（年数））を本市ウェブサイト等で

公表いたしますので、参加者はこのことを了承した上でお申し込みください。 
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８ 契約締結

（１）契約手続きの説明

① 落札者に対しては、契約手続きの説明を入札終了後、引き続き行います。

② 契約手続きの説明には、落札者本人又は代理人が必ず出席してください。

③ 正当な理由がなく、契約手続きの説明を辞退された場合は、落札者の資格を

取り消します。

（２）貸付の基本協定書及び本契約の締結並びに締結期限について 

①基本協定書の締結 

落札者と本市は、令和７年２月２８日（金）までに基本協定書を締結するものと

します。基本協定書の発効は、東大阪市売払い等暴力団排除措置要綱第５条に基

づく確認が終了した後、市長が記名押印したときとなります。 

なお、正当な理由なくして、本市の指定する期日までに基本協定書を締結しない

とき、また、基本協定書の履行が確実でないと認められるときは、納付された入

札保証金は本市に帰属するものとし、落札した権利は無効とします。 

②本契約の締結 

落札者と本市は、基本協定書締結から１年以内に本契約を公正証書により締結す

るものとします。定期借地期間については、本契約の貸付期間の始期より、入札

書に記載のある提案借地期間の終期までとします。なお、入札後、入札書に記載

のある提案借地期間の変更はできません。 

また、正当な理由なくして、本市の指定する期日までに本契約を締結しないとき、

また本契約の履行が確実でないと認められるときは、入札保証金は本市に帰属す

るものとし、落札した権利は無効とします。 

なお、公正証書の作成に必要な一切の経費は落札者の負担とします。 

※公正証書については、別途、公証人役場と調整が必要となります。 

（３）貸付料の支払い 

貸付料は毎年４月１日から翌年３月３１日までを１年度とし、借受人は毎年度の

貸付料を前払いにより下記に定める期限までに本市の発行する納入通知書により支

払うものとします。 

なお、初回については、基本協定書締結日から３０日以内に下記期間の終期まで

の貸付料を支払うものとします。最終年については、下記期間の始期から貸付期間

の終期までの貸付料の支払いを完了するものとし、貸付期間の終期までには原状回
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復し土地を返還するものとします。 

また、貸付期間の初日が月の初日でないとき等の貸付料は、月額貸付料を当該月

の日数による日割計算により算出するものとします。（千円未満の端数は切り上げ） 

期  間 支払貸付料 支払い期限 

４ 月 １ 日 ～ ９ 月 ３ ０ 日 ま で ６ヵ月分 各年３月３１日 

１０月１日～翌年３月３１日まで ６ヵ月分 各年９月３０日 

  なお、上記に基づき支払われた貸付料の期間内に本契約を締結することとなった

場合、本契約締結以降に支払うべき貸付料は既納の貸付料を引き継ぎ、次回の貸付

料から徴収することとする。 

（４）貸付料の改定 

貸付料は、本契約締結日から起算して満３年となる日を基準日とし、下記の算式

において貸付料の改定を行うものとします。 

基準日以降は、３年毎に同様の算式にて貸付料を見直すものとします。 

なお、新貸付料は直近の１０月１日から適用するものとし、事前に書面にて通知

します。 

新貸付料（千円未満の端数は切り上げ）＝従前の貸付料×変動率※ 

※変動率は、貸付料改定直前暦年の年平均消費者物価指数÷従前貸付料決定直

前暦年の年平均消費者物価指数（いずれも総務省統計局の大阪市における消

費者物価指数総合指数）を指します。 

（５）契約保証金及び借地権設定に係る担保 

貸付料月額×１８ヵ月分相当額以上を契約保証金等として本契約締結時に納付

借受人は、東大阪市財務規則第１５７条第１項第１号に規定する契約保証金とし

て、月額賃料の６ヵ月分に相当する額に加えて、同規則第１５８条第１項に規定す

る借地権設定に係る担保として、月額賃料の１２ヵ月分に相当する額以上を納付す

ることとします。 

【契約保証金等の取扱い】 

① 貸付料が改定により増額されたときは、契約保証金等も新貸付料の１８ヵ月分

相当額以上の額に増額されるものとし、貸付料が減額されたときは、契約保証

金等の額は変わらないものとします。貸付料が増額された場合において、市か

らの請求に基づき、借受人は新たな契約保証金等の額と従前の契約保証金等の

額の差額分を追加して納付することとします。 

② 契約保証金等は、貸付料又は延滞金の納付を遅延した場合においてこれに充当

するほか、本契約に規定された一切の損害賠償に充当します。なお、充当によ
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り契約保証金に不足が生じたとき又は充当によってなお不足金があるとき、借

受人はこれを追納することとします。 

③ 借受人が本物件を原状回復し、本市への引渡しの手続きが完了した後、本市

は借受人からの請求に基づき、上記②に記載している充当金控除後の本市が

認定した額をもって返還します。なお、返還にあたっては、請求後、３０日

程度要します。 

④ 返還する契約保証金等には利子を付しません。 

（６）管理責任 

  基本協定書締結から貸付期間満了まで本物件の管理は、借受人が責任を持って行

っていただきます。万一当該期間中に本物件において事故等が発生した場合は、借

受人の責任において処理していただきます。 

（７）費用負担等 

  入札への参加、基本協定書及び本契約の締結、登記、その他これらに関する一切

の費用は、入札参加申込者（落札者）の負担とします。 

９ その他

（１）入札に際して、物件調書に記載のとおり条件がありますので必ずご確認くださ

い。 

（２）本実施要領に定めのない事項は、土地利用に関連した法令、地方自治法、同施

行令、東大阪市財務規則等の関連諸法令等に定めるところとします。  

【問合せ先】 

〒５７７－８５２１ 東大阪市荒本北一丁目１番１号 

東大阪市企画財政部資産経営室資産経営課 

電話：０６－４３０９－３０１７(直通)   

FAX ：０６－４３０９－３８２６ 

Email：shisankeiei@city.higashiosaka.lg.jp 



物 件 調 書 

入札に付する物件 

１ 所在地番 等

所 在 地 番 地 目 地 積 

東大阪市荒本一丁目３６番３４ 宅 地 １，６４３．０５㎡ 

東大阪市荒本一丁目３６番３９ 宅 地   ５９５．３０㎡ 

東大阪市荒本一丁目３６番４４ 宅 地 １，４０２．５３㎡ 

合 計  ３，６４０．８８㎡ 

２ 用 途 地 域

第二種住居地域及び第一種住居地域（建ぺい率６０％、容積率２００％） 

３ 接 道 状 況 

  東、西及び南側：建築基準法第４２条第１項第１号道路 

４ 特 記 事 項 

 ①  現存する工作物（ブロック塀・フェンス・車止め等）や設備配管などの
地下埋設物、その他すべてを現状有姿で引き渡します。撤去を要すると
判断するものについては落札者の負担において撤去してください。 

②  本物件のうち、荒本一丁目３６番３４の地中には、過去に存在した建物
の基礎杭が残置されています。詳細については参考資料をご確認くださ
い。 

③  当該地は、上水道の引き込み管を撤去しているため、引き込む場合は落
札者において関係機関と協議のうえ実施してください。 

④  都市計画法第２９条に基づく開発行為の許可を受ける場合は、同法第４
０条に規定する公共施設の用に供する土地の帰属等に伴い、使用可能面
積の減少があった場合でも貸付料は変更しません。 

⑤  その他法令に規定されている緑化義務を遵守してください。 

⑥  本物件南側隣接地（荒本一丁目３６番３５）は府有地です。南側境界上
に存在する擁壁の一部が南側隣接地に越境しております。本件も含めて、
南側道路部分の工事を行う場合は、道路管理者（大阪府八尾土木事務所）
と協議を行い、必要な対応は落札者の負担において実施してください。 



⑦  本調書に記載のない廃棄物及び汚染土壌の取り扱いについては、実施要
領の規定を遵守してください。 

※本物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料です。現
地及びその他諸規制については入札参加者ご自身において調査確認を行っ
たうえでご検討ください。 

（問合せ先：東大阪市企画財政部資産経営課 電話06-4309-3017）



荒本一丁目市有地事業用定期借地権設定に関する基本協定書（案）

東大阪市（以下「甲」という。）と○○○○○○○○○（以下「乙」という。）とは、甲が所

有する荒本一丁目市有地において事業用定期借地権（以下「本件借地権」という。）を設定

するまでの基本的事項につき、次の条項のとおり基本協定を締結する。

（目的）

第１条 荒本一丁目市有地事業用定期借地権設定に関する基本協定（以下「本協定」という。）

は、荒本一丁目市有地事業用定期借地権設定契約一般競争入札（小売業用地貸付）実施要

領（以下「実施要領」という。）に従い、本件借地権を設定するまでの基本的事項につい

て定め、乙による建設工事及び事業開始等を確実かつ円滑に進めることを目的とする。

（法令等の遵守の義務） 

第２条 甲及び乙は、実施要領の内容及び各種関係法令、監督官庁からの指示等を遵守する

ものとする。

（貸付土地）

第３条 甲から乙に貸し付ける土地（以下「本件土地」という。）の表示は、末尾記載のと

おりとする。

（賃貸借契約の締結及び登記）

第４条 甲及び乙は、本件土地を専ら事業の用に供する建物（以下「本件建物等」という。）

の所有を目的に借地借家法（平成３年法律第９０号）第２３条第２項に定める事業用定期

借地として賃貸借契約（以下「本契約」という。）を締結する。

２ 本件建物等は居住及び入所の用に供してはならない。

３ 本契約は、令和○年○○月○○日までに公正証書によって行うものとする。

４ 本契約の原案は、甲が作成するものとする。

５ 甲は、乙が本契約締結後に本件借地権にかかる登記を行うことを求めた場合、嘱託によ

りこれを行うものとし、登記にかかる費用は乙の負担とする。

６ 本契約は、本件土地における都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条に規定

する開発行為の本申請時までに締結するものとする。

７ 乙は、本契約締結後に本件土地において本件建物等の建設工事に着手するものとする。

（利用計画等の提出）

第５条 乙は、本件土地の利用計画が実施要領に適合することを証するため、本協定締結ま

でに土地利用計画及び事業計画書（以下「利用計画等」という。）を甲に提出しなければ

ならない。

２ 乙は、乙が提出した利用計画等を変更する場合、あらかじめ書面による甲の承認を得な

ければならない。ただし、提案借地期間より短縮することは認めない。



（協定締結期間中の使用）

第６条 乙が、本協定締結後、本契約締結までの間に実施できる作業等は以下のとおりとす

る。

（１） 土壌汚染及び廃棄物の対策、調査及び処理

（２） 測量、ボーリング調査等開発申請にむけて必要となる作業及び開発申請の事前協議

２ 乙は、前項に定める作業等を行う場合、甲に１０日前までに通知しなければならない。

３ 乙は、第１項に規定するもののほか事業開始に向け必要となる作業がある場合、あらか

じめ甲の書面による承諾を得なければならない。

（借地期間）

第７条 借地権の存続期間は、本契約で定められた賃貸借期間の始期から令和○年○○月

○○日（西暦○○○○年○○月○○日）までとする。なおこの存続期間の延長は認めない。

ただし、本契約締結日より３０年未満の期間であれば、両者が合意すれば契約期間の延長

は可能とする一方で、本契約により定めた期間より短縮することはできない。

（貸付料）

第８条 本契約に定める貸付料は月額金○○○○○○○円とする。なお、この貸付料は本協

定締結日から本契約締結までの間における貸付料についても同額とする。

２ 前項に定める貸付料は本協定を締結した時点から発生するものとする。

３ 貸付料は毎年４月１日から翌年３月３１日までを１年度とし、乙は毎年度の貸付料を

次に定めるそれぞれの期限までに甲の発行する納入通知書により支払うものとする。な

お初回については、本協定の締結日を起算日とし、その３０日以内に下記に定める期間の

終期までの貸付料を支払うものとする。最終年については、下記に定める期間の始期から

貸付期間の終期までの貸付料の支払いを完了するものとし、貸付期間の終期までには原

状回復し土地を返還するものとする。また、貸付期間の初日が月の初日でないとき等の貸

付料は、月額貸付料を当該月の日数による日割計算により算出するものとする（千円未満

の端数は切り上げ）。

期間 支払貸付料 支払期限

４月１日～９月３０日 ６ヵ月分 各年３月３１日

１０月１日～翌年３月３１日 ６ヵ月分 各年９月３０日

４ 前項の規定に基づき支払われた貸付料の期間内に本契約を締結することとなった場合、

本契約締結以降に支払うべき貸付料は既納の貸付料を引き継ぎ、次回の貸付料から徴収

することとする。

（延滞金）

第９条 乙が、前条第３項により指定された支払期限までに貸付料を支払わない場合、甲は

支払期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、納付すべき金額につき、東大阪市財務

規則（昭和 42年 2月 1日東大阪市規則第 31号）に定める割合で延滞金を徴収するもの
とする。



（契約保証金及び借地権設定に係る担保）

第 10条 乙は、本契約締結時において、東大阪市財務規則第１５７条第１項第１号に規定
する契約保証金として、月額賃料の６ヵ月分に相当する額に加えて、同規則第１５８条第

１項に規定する借地権設定に係る担保として、月額賃料の１２ヵ月分に相当する額以上

を納付するものとする。なお、現時点で納付している入札保証金から充当することも可能

とする。

（契約不適合責任）

第 11条 甲は乙に対し、本契約に関して一切の契約不適合責任を負わないものとし、乙は
甲に対して、貸付物件の種類、品質または数量が本契約に適合しないことを理由として、

履行の追完、賃料の減額、損害賠償請求または本契約の解除をすることができない。

（実地調査等）

第 12条 甲は、本件土地について随時その使用状況の実地調査を行うことができる。この
場合において、乙はこれに協力しなければならない。

（乙の責務）

第 13条 乙は、事業の執行において必要な手続きを信義に則り誠実に行うものとする。
２ 乙は、本協定締結以後、本件土地の管理責任を負うものとする。

３ 乙は、甲の承認を得たうえで借地権の全部を第三者に譲渡する場合、譲渡に際して本公

募条件、基本協定書及び公正証書による契約条件については一切変更しないものとする。

（協定の解除等）

第 14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本協定締結期間中であっても本協
定を解除することができる。なお、この場合本契約の締結は行わない。

（１）国、地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため本件土地

を必要とするとき。

（２）乙が貸付料を支払期限後３ヶ月以上経過してもなお支払わないとき。

（３）乙が監督官庁より営業等の取消若しくは停止等の処分を受け、または自ら営業を休止

若しくは停止したとき。

（４）乙が本協定の条項に違反したとき。

（５）乙が建築基準法その他関係法令、本協定に関する法令等に違反したとき。

（６）その他、乙に本協定を継続し難い重大な背信行為があったとき。

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由がある場合においては甲及び乙は協議の

うえ、合意により本協定を解除することができる。

３ 第１項第２号から第６号の場合において甲が本協定を解除し、本契約を締結しない場

合、乙が納付した入札保証金は財務規則第９８条の規定により甲に帰属する。

（損害賠償）

第 15条 前条第１項第２号から第６号の規定により、甲が本協定を解除した場合において、
甲に損害があるときは、甲は乙に対し賠償を請求することができる。



２ 乙は、前条第１項第２号から第６号の規定により本協定を解除されても、何ら異議申し

立て及び損害賠償の請求はできないものとする。

３ 乙は、前条第１項第１号の規定により本協定を解除された場合において、これによって

生じた損失につきその補償を求めることができる。

（有益費等請求権の放棄）

第 16条 乙は、本件土地に投じた有益費、必要費及びその他の費用があっても、これを甲
に請求することができない。

２ 前項の規定は第１４条第１項第２号から第６号の規定により本協定を解除した場合も

同様とする。

（費用負担）

第 17 条 乙は、本契約の公正証書作成費用、手続費用等その他諸費用の一切を負担する。
（紛争解決及び管轄裁判所）

第 18条 本協定に関して甲と乙の間に紛争が生じた場合は、双方とも誠実に紛争解決に努
力するものとする。

２ 甲と乙の間で紛争が解決できない場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所

として紛争の解決に努めるものとする。

（疑義の決定）

第 19条 本協定に定めのない事項については、実施要領に定めるものとする。なお本協定
及び実施要領に定めのない事項又は本協定に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ、これ

を定めるものとする。

 本協定書の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各１通を保有する。

令和○○年○○月○○日

                甲 東大阪市荒本北一丁目１番１号

                  東大阪市

                  代表者 東大阪市長 野田 義和

                乙 



（本件土地の表示）

所 在 地 番 地 目 地 積

東大阪市荒本一丁目３６番３４ 宅 地 １，６４３．０５㎡

東大阪市荒本一丁目３６番３９ 宅 地   ５９５．３０㎡

東大阪市荒本一丁目３６番４４ 宅 地 １，４０２．５３㎡

合計 ３，６４０．８８㎡

※網掛け部分は落札者の提示した内容によって変更します。
























